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【補正予算における主な事業】
■子育て世帯臨時特別給付金給付事業費　　76,014千円
令和２年４月27日を基準日とした国民一人当たり10万円を給付する特別定額給付金の対象外と
なった令和２年４月28日以降出生の新生児を対象に、子育て支援の充実を目的として給付金を
支給するための経費

◆議案第55号　令和２年度一般会計補正予算（第６号）

令和２年９月定例会

令和２年度一般会計
補正予算などを可決

～新型コロナウイルス感染症対策経費等について議論～

９月定例会における新型コロナウイルス感染症対策に関する予算の概要

９月定例会のあらまし
今定例会では、令和２年度補正予算や条例改正等の議案、令和元年度の各会計歳入歳出決算

の認定に係る承認案件などが提出されました。これらについては、本会議での総括質疑後、予
算・決算に係る議案等は予算決算委員会に付託され、また、条例改正等の議案、陳情について
は総務、文教厚生、産業経済、建設の各委員会に付託され、審査が行われました。
今定例会に提出された議案等とその審査結果は９㌻のとおりです。

※�GIGAスクール構想とは…義務教育を受ける児童・生徒のために、一人一台の学習者用パソコンと高速
ネットワーク環境を整備する計画のこと。

※�デジタルガバメントとは…さまざまな行政サービスをデジタル化することで、行政手続きの簡素化など
による市民の利便性の向上を図るとともに、行政サービスの効率化やコストの削減など、行政のあり方
そのものを変革する取組のこと。

■感染症対策費　　16,862千円
　発熱外来の開設期間を令和２年９月30日から令和３年３月31日まで延長すること、対象者を
高校生以上から中学生以上までに拡大すること、ＰＣＲ検査等の検体採取を行うことなどに要
する経費等

■ＧＩＧＡスクール構想整備事業費　　770,897千円
ＧＩＧＡスクール構想における小中学校のネットワーク整備に係る工事等に要する経費、並び
に、ＧＩＧＡスクール構想を加速するための小学校１学年から小学校４学年、中学校２学年及
び中学校３学年の学習用タブレット端末整備に要する経費

■商業地域活性化事業費　　110,000千円
新型コロナウイルス感染症の影響により低迷している市内経済の回復を目的に、消費を喚起す
る「プレミアム商品券」を発行する事業への補助に要する経費

■庁内情報化推進事業費　　16,521千円
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ「新しい生活様式」に対応した業務手続きのデジタル
化をはじめ、ＩＣＴの活用による働き方改革なども見据えたデジタルガバメントへの移行を推
進するために実施する調査業務に要する経費

次ページへ続く
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令和２年９月定例会の一般質問の取止め等に関する市長からの申入れ

　令和２年８月28日付けで市長から、市内における新型コロナウイルス感染症の感染者の発
生とその後の感染拡大の状況を踏まえ、その対応にさらに注力する必要があることを理由とし
て、９月定例会において表１の左欄の４点について特段の配慮を求める申入れがありました。
　この申入れを受け、市議会では、８月31日に各派代表者会議及び議会運営委員会を開催し、
表１の右欄のとおり対応することを決定しました。
　この市議会としての対応については、９月１日に議長から市長に回答しました。
　なお、市長からの申入れについての回答に当たっては、議長から別掲１のとおり意見を述べ
ました。

別掲１
【市長からの申入れに対する意見】
　今回の申入れが定例会直前における一般質問の通告が終了した後になされた異例なものであるこ
と、今回の市議会の対応は、執行機関の事情などを考慮して議会用務に関する負担軽減及び新型コ
ロナウイルス感染症対策への注力に配慮した措置であること、特に一般質問を実施しないことは、
議員の発言の機会を著しく制限するものであり、市議会としては苦渋の決断であることを理解した
うえで、市民の安心・安全な暮らしを守るため全力を尽くしてほしい。

新型コロナウイルス感染症に伴う
支援策の詳細はこちらから⇒
（市のホームページにリンクします）

前ページからの続き

【その他の事業】
　主な事業以外にも、北会津及び河東保健センターにおける感染症拡大防止対策に要する経費で
ある保健センター運営費、夜間急病センターにおける感染症拡大防止対策に要する経費である夜
間急病センター運営費、北会津地区冬期スクールバスの過密乗車の解消に要する経費であるス
クールバス運行経費などに対する補正予算が提案されました。

表１　市長からの申入れ事項と市議会の対応

市長からの申入れ事項 市議会としての対応

1 一般質問を取り止めていただきたい。
※一般質問とは、議員が、市の一般事務に対してそ
の執行の状況又は将来の方針等を直接質問すること。

一般質問は実施しない。
なお、８月27日に通告した一般質問に対する答
弁は不要とする。

2 総括質疑を取り止めていただきたい。
※総括質疑とは、議会に提出された議案等について
質疑すること。詳細な審査は委員会において行われ
るため、大綱（根本的なもの）にとどめることとし
ている。

総括質疑は実施する。

3 議案等は各常任委員会での審査としていただき
たい。

議案等は、これまでの例により各常任委員会に
付託のうえ審査を行う。

4 決算の認定に係る審査を９月定例会閉会後の継
続審査としていただきたい。

決算の認定に係る承認案件は予算決算委員会に
付託のうえ閉会後の継続審査とするとともに、
会期の短縮を行う。
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目
的
と
対
象
要
件
は

問　

子
育
て
世
帯
臨
時
特

別
給
付
金
給
付
事
業
の
目

的
と
対
象
要
件
の
考
え
方

を
伺
う
。

　

本
事
業
の
目
的
は
、

令
和
２
年
４
月
27
日
を
基

準
日
と
し
た
国
民
一
人
あ

た
り
10
万
円
を
給
付
す
る

特
別
定
額
給
付
金
の
給
付

対
象
外
と
な
っ
た
令
和
２

年
４
月
28
日
以
降
に
生
ま

れ
た
児
童
の
家
庭
の
不
公

平
感
の
解
消
と
、
子
育
て

世
代
へ
の
支
援
の
充
実
を

図
る
も
の
で
す
。
対
象
要

件
は
、
令
和
２
年
４
月
28

日
か
ら
令
和
３
年
４
月
１

日
ま
で
に
生
ま
れ
、
出
生

時
に
本
市
に
住
民
登
録
し

た
児
童
で
あ
り
、
こ
れ

は
、
同
じ
学
年
に
な
る
児

童
が
給
付
対
象
に
な
る
よ

う
設
定
し
た
も
の
で
す
。

９月定例会日程
３日（木）
招集日
本会議（議案等提案理由説明）
10日（木）
本会議（総括質疑）
予算決算委員会
11日（金）
総務委員会、産業経済委員会
予算決算委員会第１分科会
予算決算委員会第３分科会
14日（月）
文教厚生委員会、建設委員会
予算決算委員会第２分科会
予算決算委員会第４分科会
16日（水）
予算決算委員会
18日（金）
最終本会議（委員会審査報告～表決）

議
案
等
に
対
す
る
質
疑
と
審
査

議案第55号
令和２年度
一般会計補正
予算（第６号）

子
育
て
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
給
付
事
業
費

①
譲
矢　

隆�

議
員

・
会
津
若
松
市
立
小
学
校

及
び
中
学
校
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
②
目
黒　

章
三
郎�

議
員

・
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構

想
整
備
事
業
費
（
令
和

２
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
）
ほ
か

③
成
田　

芳
雄�

議
員

・
学
校
給
食
運
搬
業
務
委

託
（
令
和
２
年
度
一
般

会
計
補
正
予
算
）
ほ
か

④
原
田　

俊
広�

議
員

・
庁
内
情
報
化
推
進
事
業

費
（
令
和
２
年
度
一
般

会
計
補
正
予
算
）
ほ
か

⑤
斎
藤　

基
雄�

議
員

・
会
津
若
松
市
立
小
学
校

及
び
中
学
校
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
ほ
か

総
括
質
疑
を
行
っ
た
議
員
と
項
目

発
熱
外
来
拡
充
の

経
過
は

問　

本
市
の
発
熱
外
来
の

拡
充
を
図
る
に
至
っ
た
経

過
を
伺
う
。

　

本
市
に
お
い
て
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

患
者
が
確
認
さ
れ
た
本
年

８
月
19
日
以
前
か
ら
、
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
時

期
を
見
据
え
、
発
熱
外
来

の
体
制
強
化
に
つ
い
て
、

会
津
若
松
医
師
会
と
協
議

を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
り
、
県
の
補
助
金
を
活

用
し
、
発
熱
外
来
の
体
制

強
化
を
図
る
も
の
で
す
。

感
染
症
対
策
費

診
療
時
間
設
定
の

考
え
方
は

問　

発
熱
外
来
の
診
療
時

間
設
定
の
考
え
方
を
伺
う
。

　

診
療
時
間
は
こ
れ
ま

で
と
変
わ
ら
ず
、
午
後
１

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
で

す
が
、
今
後
、
検
体
採
取

を
行
う
こ
と
に
よ
る
診
療

時
間
へ
の
影
響
や
、
感
染

症
の
流
行
状
況
等
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
会
津
若
松
医

師
会
と
協
議
し
、
調
整
し

て
い
き
ま
す
。
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推
進
に
向
け
た
取
組
は

調
査
業
務
の
概
要
は

組
織
内
部
の
見
直
し
は

経
済
効
果
は

周
知
の
方
法
は

今
後
の
予
定
は

事
業
の
メ
リ
ッ
ト
は

問　

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル

構
想
の
推
進
に
向
け
た
取

組
を
伺
う
。

　

各
学
校
の
教
員
に
よ

り
構
成
す
る
市
教
育
Ｉ
Ｃ

Ｔ
推
進
委
員
会
に
お
い
て
、

学
習
環
境
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ

Ｔ
活
用
の
推
進
や
、
教
員

の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
指

導
力
の
向
上
な
ど
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問　

デ
ジ
タ
ル
ガ
バ
メ
ン

ト
推
進
調
査
業
務
の
概
要

を
伺
う
。

　

市
の
業
務
ご
と
の
シ

ス
テ
ム
化
は
進
ん
で
お
り
、

本
調
査
で
は
、
シ
ス
テ
ム

間
の
デ
ー
タ
連
携
に
関
す

る
課
題
の
抽
出
や
、
手
作

業
で
行
っ
て
い
る
業
務
の

デ
ジ
タ
ル
化
の
提
案
、
課

題
解
決
の
た
め
に
有
効
な

具
体
的
な
シ
ス
テ
ム
の
提

案
ま
で
行
っ
て
も
ら
う
こ

と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

問　

シ
ス
テ
ム
の
調
査
だ

け
で
な
く
、
運
用
す
る
組

織
内
部
の
制
度
的
な
見
直

し
の
必
要
性
は
。

　

調
査
業
務
で
は
シ
ス

テ
ム
上
の
課
題
だ
け
で
は

な
く
、
制
度
上
の
課
題
に

つ
い
て
も
抽
出
し
て
も
ら

う
予
定
で
あ
り
、
課
題
抽

出
後
に
ど
の
よ
う
な
対
策

が
必
要
か
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

問　

プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

事
業
に
よ
る
経
済
効
果
は
。

　

過
去
の
プ
レ
ミ
ア
ム

商
品
券
事
業
に
係
る
ア
ン

ケ
ー
ト
の
分
析
結
果
に
よ

れ
ば
、
追
加
消
費
に
よ
り

十
数
パ
ー
セ
ン
ト
の
上
乗

せ
効
果
が
見
込
ま
れ
る
こ

と
か
ら
、
今
回
の
発
行
総

額
５
億
円
に
対
し
、
５
億

６
千
万
円
程
度
の
消
費
額

を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

問　

市
民
や
参
加
を
検
討

す
る
事
業
者
に
対
す
る
周

知
方
法
は
。

　

過
去
の
プ
レ
ミ
ア
ム

商
品
券
事
業
に
お
い
て
行

っ
て
き
た
新
聞
折
り
込
み

チ
ラ
シ
に
よ
る
周
知
に
加

え
、
市
政
だ
よ
り
を
活
用

す
る
こ
と
で
、
市
民
や
参

加
を
検
討
す
る
事
業
者
に

対
し
広
く
周
知
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
よ
り
広
く
周

問　

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル

構
想
整
備
事
業
の
今
後
の

予
定
は
。

　

各
学
校
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
整
備
工
事
に
つ
い
て

は
、
学
校
数
が
多
い
た
め
、

４
工
区
に
分
け
て
発
注
し
、

令
和
２
年
度
中
に
完
了
す

る
予
定
で
す
。
ま
た
、
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
工
事
が

完
了
し
た
学
校
か
ら
、
順

問　

市
民
の
メ
リ
ッ
ト
や

職
員
の
働
き
方
の
変
化
は
。

　

デ
ジ
タ
ル
化
を
進
め

て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
窓

口
の
混
雑
を
減
ら
し
た
り
、

来
庁
し
な
く
て
も
手
続
き

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
な

ど
利
便
性
の
向
上
が
図
ら

れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
窓
口

業
務
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る

こ
と
で
、
職
員
の
時
間
の

使
い
方
も
変
わ
り
、
職
員

が
市
民
と
対
面
し
て
対
応

す
る
相
談
業
務
等
の
時
間

が
増
や
せ
る
も
の
と
考
え

て
い
ま
す
。

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
整
備
事
業
費

庁
内
情
報
化
推
進
事
業
費

商
業
地
域
活
性
化
事
業
費

次
、
学
習
用
タ
ブ
レ
ッ
ト

端
末
を
配
置
し
て
い
く
予

定
で
す
。

知
を
図
る
た
め
、
Ｆ
Ｍ
ラ

ジ
オ
放
送
等
に
よ
る
周
知

を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

プレミアム商品券が発売されます
（写真はイメージです）

個
人
情
報
の
紐
づ
け
は

問　

デ
ジ
タ
ル
化
す
る
こ

と
に
よ
り
各
課
で
保
有
し

て
い
る
個
人
情
報
が
紐
づ

け
ら
れ
る
の
か
。

　

個
人
情
報
を
紐
づ
け

す
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま

ざ
ま
な
窓
口
で
分
散
し
て

い
る
手
続
き
を
一
度
で
す

む
よ
う
な
手
続
き
の
自
動

化
を
想
定
し
て
い
ま
す
。
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6

廃
止
に
よ
る
利
用
者
へ
の
影
響
は

子
ど
も
の
居
場
所
へ
の
認
識
は

問　

行
仁
町
児
童
セ
ン
タ

ー
廃
止
に
よ
る
利
用
者
へ

の
影
響
は
。

　

行
仁
町
児
童
セ
ン
タ

ー
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、

小
学
校
の
保
護
者
会
等
で

の
説
明
を
予
定
し
て
い
た

と
こ
ろ
で
す
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
開
催
で
き
な

い
状
況
と
な
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
行
仁
小
学
校

の
保
護
者
に
対
し
、
本
年

４
月
に
廃
止
に
つ
い
て
の

説
明
文
書
を
配
布
す
る
ほ

か
、
７
月
に
は
行
仁
町
児

童
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
に
関

問　

児
童
館
機
能
が
西
七

日
町
児
童
館
へ
集
約
さ
れ

る
こ
と
を
踏
ま
え
た
地
域

に
お
け
る
子
ど
も
の
居
場

所
に
つ
い
て
の
認
識
を
伺

う
。

　

こ
れ
ま
で
、
放
課
後

等
に
お
け
る
子
ど
も
の
居

場
所
を
確
保
す
る
た
め
、

利
用
希
望
が
多
い
こ
ど
も

ク
ラ
ブ
の
増
設
に
努
め
、

す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
の
実
施
に
つ
い
て
説
明

文
書
を
配
布
し
ま
し
た
が
、

廃
止
に
反
対
す
る
よ
う
な

意
見
は
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

せ
ん
。
ま
た
、
幼
児
ク
ラ

ブ
利
用
者
に
対
し
て
は
来

館
時
に
廃
止
の
説
明
を
行

っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
利

用
者
に
対
し
て
は
、
城
前

児
童
セ
ン
タ
ー
や
西
七
日

町
児
童
館
の
事
業
、
認
定

こ
ど
も
園
等
で
実
施
し
て

い
る
地
域
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
等
を
案
内
し
て
い

ま
す
。

現
在
23
ク
ラ
ブ
、
50
ク
ラ

ス
を
設
置
し
、
さ
ら
に
、

本
定
例
会
に
お
い
て
も
、

ク
ラ
ス
増
設
に
係
る
補
正

予
算
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

そ
の
一
方
で
、
児
童
館
の

利
用
者
は
減
少
し
て
い
る

状
況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
利
用
者
の
ニ
ー
ズ

を
踏
ま
え
て
、
施
策
を
進

め
て
い
く
考
え
で
す
。

議案第69号
会津若松市
児童館条例
の一部を改
正する条例

議案第71号
会津若松市立
小学校及び中
学校設置条例
の一部を改正
する条例

行
仁
町
児
童
セ
ン
タ
ー
の
廃
止

義
務
教
育
学
校
の
特
徴
と
課
題
は

問　

義
務
教
育
学
校
の
特

徴
と
課
題
は
。

　

義
務
教
育
学
校
は
平

成
28
年
に
制
度
化
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
一
人
の
校

長
の
も
と
、
一
つ
の
教
職

員
組
織
が
置
か
れ
、
義
務

教
育
９
年
間
の
教
育
目
標

を
設
定
し
、
系
統
性
・
連

続
性
を
確
保
し
た
教
育
課

程
を
編
成
・
実
施
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
が
特
徴
で

す
。

　

課
題
と
し
て
は
、
義
務

教
育
学
校
の
先
行
事
例
に

よ
る
と
、
系
統
性
に
配
慮

し
た
指
導
計
画
や
教
材
の

作
成
、
時
間
割
や
日
課
表

の
工
夫
、
人
間
関
係
が
固

定
化
し
な
い
よ
う
な
配
慮
、

小
学
生
高
学
年
の
リ
ー
ダ

ー
性
、
主
体
性
の
育
成
が

挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

義
務
教
育
学
校
の
設
置

【
条
例
改
正
の
趣
旨
・
理
由
】　

　

会
津
若
松
市
行
仁
町
児
童
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
る

こ
ど
も
ク
ラ
ブ
事
業
に
つ
い
て
、
行
仁
小
学
校
内
に
お
い

て
民
間
委
託
に
よ
り
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
当
該
児
童
セ

ン
タ
ー
を
廃
止
す
る
た
め
、条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

【
条
例
改
正
の
趣
旨
・
理
由
】　

　

河
東
学
園
小
学
校
及
び
河
東
学
園
中
学
校
を
新
た
な
校

種
で
あ
る
「
義
務
教
育
学
校
」
に
移
行
し
て
河
東
学
園
を

設
置
す
る
た
め
、
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

廃止される行仁町児童センター（写真左側）と
児童館機能が集約される西七日町児童館（写真右側）
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義
務
教
育
学
校
に
至
る
経
過
は

地
域
住
民
へ
の
説
明
は

問　

河
東
学
園
小
学
校
及

び
河
東
学
園
中
学
校
を
義

務
教
育
学
校
と
す
る
ま
で

の
検
討
経
過
は
。

　

合
併
前
の
旧
河
東
町

に
お
い
て
策
定
し
た
幼
小

中
一
貫
教
育
を
掲
げ
る
河

東
学
園
構
想
を
引
き
継
ぎ
、

平
成
19
年
に
河
東
学
園
小

学
校
を
整
備
し
、
さ
ら
に
、

平
成
30
年
に
小
学
校
と
同

一
敷
地
に
河
東
学
園
中
学

義
務
教
育
学
校
を
選
択
し
た
理
由
は

問　

小
中
一
貫
教
育
と
し

て
、
併
設
型
や
連
携
型
、

義
務
教
育
学
校
と
い
う
形

態
が
あ
る
中
で
、
義
務
教

育
学
校
を
選
択
し
た
理
由

を
伺
う
。

　

一
人
の
校
長
の
も
と
、

義
務
教
育
９
年
間
の
教
育

目
標
を
設
定
し
、
系
統

性
・
連
続
性
を
確
保
し
た

教
育
課
程
を
編
成
・
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

か
ら
、
義
務
教
育
学
校
の

形
態
を
選
択
し
た
も
の
で

す
。

問　

地
域
住
民
へ
の
説
明

の
経
過
を
伺
う
。

　

当
初
は
地
域
住
民
に

対
す
る
説
明
会
を
予
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
説
明
会
開
催

が
困
難
と
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
た
中
、
河
東
学
園

学
校
運
営
協
議
会
に
区
長

会
の
役
員
の
参
加
を
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
地
域
住

校
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
学※

１

校
の
あ
り
方
懇

談
会
、
総※

２

合
教
育
会
議
、

河
東
学
園
学※

３

校
運
営
協
議

会
に
お
い
て
、
義
務
教
育

学
校
の
検
討
を
進
め
て
き

ま
し
た
。
こ
う
し
た
経
過

も
踏
ま
え
、
河
東
学
園
小

学
校
及
び
河
東
学
園
中
学

校
を
義
務
教
育
学
校
に
移

行
す
る
も
の
で
す
。

民
に
説
明
文
書
を
回
覧
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま

た
、
保
護
者
に
対
し
て
は
、

本
年
７
月
に
説
明
会
を
３

回
開
催
し
た
ほ
か
、
学
年

懇
談
会
に
お
い
て
説
明
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後

も
、
地
域
住
民
に
対
す
る

説
明
文
書
の
配
布
や
、
保

護
者
へ
の
説
明
会
の
開
催

な
ど
、
丁
寧
な
説
明
に
努

め
て
い
く
考
え
で
す
。

※
１　

学
校
の
あ
り
方
懇
談
会

　

地
域
に
根
ざ
し
た
教
育
環
境
の

実
現
の
た
め
、
市
教
育
委
員
会
が

有
識
者
等
か
ら
の
意
見
を
聞
く
場

と
し
て
設
置
す
る
懇
談
会
の
こ
と
。

※
２　

総
合
教
育
会
議

　

市
長
と
教
育
委
員
会
が
十
分
な

意
思
の
疎
通
を
図
り
、
地
域
の
教

育
の
課
題
や
あ
る
べ
き
姿
を
共
有

し
、
よ
り
一
層
民
意
を
反
映
し
た

教
育
行
政
を
推
進
す
る
た
め
に
設

置
す
る
会
議
の
こ
と
。

※
３　

学
校
運
営
協
議
会

　

地
域
住
民
、
保
護
者
等
の
学
校

運
営
へ
の
参
画
を
通
じ
て
、
地
域

に
開
か
れ
た
信
頼
さ
れ
る
学
校
と

す
る
た
め
、
法
律
に
基
づ
き
設
置

す
る
協
議
会
の
こ
と
。

義務教育学校に移行する河東学園

議会映像配信を行っています

①ライブ映像
定例会および臨時会の本会議ならびに

予算決算委員会の開催中に、ユーチュー
ブライブにより配信。

②録画映像
ユーチューブにより配信。

※９月定例会録画映像の
　トップページはこちらから⇒

会議録が閲覧できます

　９月定例会の会議録は11月中旬からご覧
いただけます。

①インターネット上での閲覧
　市議会ホームページの会議録検索シス
テムをご利用ください。

②会議録（印刷したもの）による閲覧
会津図書館、各公民館、議会事務局、
市政情報コーナーに設置してあります。
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案件 陳情内容 所管委員会における
審査経過および結果

本会議における
審議結果

陳情第10号
自衛隊への適齢者
名簿提供について

陳情者：自衛隊へ
の名簿提供を考え
る会　代表　佐々
木恭子さん

　市は、次の事項に
ついて、特段の措置
を講じてほしい。
１　市は、自衛隊へ
の適齢者名簿の提供
をやめること。
２　個人情報保護条
例には利用停止請求
の制度があることか
ら、自己情報のコン
トロール権を保障す
るため、市は、住民
基本台帳から自衛隊
に個人情報を提供す
ることを市民及び該
当者に丁寧に知らせ
ること。

　文教厚生委員会では、一部の委員より賛否の意見がありま
した。
〇反対意見
　本陳情は、記の事項の１として、自衛隊への適齢者名簿の
提供をやめること、記の事項の２として、自衛隊へ適齢者名
簿を提供することを市民、該当者に丁寧に知らせることを求
めるものであり、記の事項相互の整合性が無い。また、市に
対して、自衛隊へ適齢者名簿を提供することによる苦情や不
適切な事例の報告は無く、対象者を抽出して名簿化し、目的
外に利用しない等の条件を付けることにより、閲覧よりも個
人情報の保護が図られていることから、本陳情に反対する。
〇賛成の意見
　市が法的根拠としている自衛隊法第97条では、市町村長は
自衛官の募集に関する事務の一部を行うと規定されているだ
けであり、また、自衛隊法施行令第120条は、市町村長に対
し、必要な報告又は資料の提出を求めることができるとの規
定であり、適齢者名簿の提供が、資料の提出に当たるかどう
かも不明確である。さらに、適齢者名簿を提供していない自
治体も数多くあり、本市も閲覧に戻すべきであると考える。
また、日本国憲法第13条に基づく新しい人権である自己情報
のコントロール権を踏まえれば、個人情報が自治体から他の
機関へ提供されることに対して停止を求める権利が国民にあ
ることから、本陳情に賛成する。
【審査結果】
　賛成少数をもって不採択とすべきものと決められました。

不採択

陳情第９号
暖冬少雪時におけ
る除排雪の代替と
なる業務委託の確
保について

陳情者：会津道路
メンテナンス協同
組合�理事長�弓田�
八平さん
（令和２年６月定
例会からの継続審
査）

　市は、暖冬少雪の
年は、除排雪業務の
代替として側溝の土
砂撤去や市管理河川
の河道掘削など、道
路等の維持管理を行
うことができるよう、
会津道路メンテナン
ス協同組合と締結す
る道路除雪等業務委
託契約書の内容を変
更する、又は別途業
務委託契約を締結す
ることについて、特
段の措置を講じてほ
しい。

　本陳情については、８月25日に建設委員会を開催し、審査
を行いました。また、一部の委員より賛否の意見がありまし
た。
〇反対意見
　（１つ目）陳情の趣旨については理解するが、陳情者が求め
る、陳情者と個別に委託契約を締結することは、地方自治法
や本市の財務規則などの関係法令に照らし合わせた場合、難
しいものと考えることから不採択とすべきである。
　（２つ目）政策討論会第４分科会として、これまでも除排
雪について、様々研究してきたことから判断するに、陳情事
項を実現するのは難しいことから不採択とすべきである。
〇賛成意見
　陳情者が求めているのは、少雪で除排雪業務委託料が減少
することに対する救済措置であり、夏場の道路維持管理業務
を請け負うことで減少分を補填したいという思いは理解でき
る。陳情者のこうした意見をくみ取るためにも採択すべきで
ある。
【審査結果】
　賛成少数をもって不採択とすべきものと決められました。

不採択

陳情書請願書

９月定例会で審査された陳情の審査の経過と結果をお
知らせします。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化
に対する地方税財源の確保について（抜粋）
１　地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税など
の一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策債が
累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、
償還財源を確保すること。
２　地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整
機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
その他３点を含め、合計５点のことについて、内閣総理大
臣、総務大臣等関係機関へ意見書を送付しました。

意見書とは、地方自治法第99条
に基づき、地方公共団体の公益に関
することに関して、議会の意思を意
見としてまとめた文書です。議会
は、その意見書を国会または関係行
政庁に提出することができます。
今定例会で可決された意見書の内
容は、次のとおりです。

意見書

8
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９月定例会に提出された議案等とその審議結果
番号 件　　　　　名

10 扇町土地区画整理事業特別会
計

11 介護保険特別会計

12 三本松地区宅地整備事業特別
会計

13 後期高齢者医療特別会計
14 水道事業会計
15 湊町簡易水道事業特別会計
16 西田面簡易水道事業特別会計
17 下水道事業特別会計
18 農業集落排水事業特別会計
19 個別生活排水事業特別会計

以上、継続審査�

20
教育委員会委員の任命につい
て
秋月　淳子さん（日新町）

21
公平委員会委員の選任につい
て
沼崎　邦浩さん（八角町）

22
農業委員会委員の任命につい
て
庄司　遼さん（材木町二丁目）

以上、同意�
諮　　　　問（１件）

2
人権擁護委員候補者の推薦に
ついて
加藤　明男さん（北会津町）

意見（同意）
意 見 書 案（１件）

５

新型コロナウイルス感染症の
影響に伴う地方財政の急激な
悪化に対する地方税財源の確
保について

原案のとおり可決
陳　　　　情（２件）

10 自衛隊への適齢者名簿提供に
ついて

不採択�

９

暖冬少雪時における除排雪の
代替となる業務委託の確保に
ついて（令和２年６月定例会
からの継続審査）

不採択

番号 件　　　　　名
議　　　　案（27件）

55

令和２年度会津若松市一般会
計補正予算（第６号）（以下
64号までの各会計補正予算は
会計名のみ記載）

56 水道事業会計（第２号）
57 下水道事業会計（第１号）

58 国民健康保険特別会計（第２
号）

59 観光施設事業特別会計（第２
号）

60 地方卸売市場事業特別会計
（第２号）

61 扇町土地区画整理事業特別会
計（第１号）

62 介護保険特別会計（第１号）

63 三本松地区宅地整備事業特別
会計（第１号）

64 後期高齢者医療特別会計（第
１号）

65

会津若松市地方活力向上地域
における固定資産税の課税免
除及び不均一課税に関する条
例の一部を改正する条例

66

会津若松市家庭的保育事業等
の設備及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正す
る条例

67

会津若松市特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事業の
運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例

68
会津若松市放課後児童健全育
成事業に関する条例の一部を
改正する条例

69 会津若松市児童館条例の一部
を改正する条例

70 会津若松市簡易水道事業経営
審議会条例

71
会津若松市立小学校及び中学
校設置条例の一部を改正する
条例

72

地域経済牽引事業の促進によ
る地域の成長発展の基盤強化
に関する法律第９条第１項の
規定に基づく準則を定める条
例の一部を改正する条例

73
会津若松市市道の構造の技術
的基準を定める条例の一部を
改正する条例

番号 件　　　　　名

74
会津若松市水道事業及び下水
道事業の設置等に関する条例
の一部を改正する条例

以上、原案のとおり可決

75 会津若松地方広域市町村圏整
備組合規約の変更について

76 会津若松地方土地開発公社の
解散について

77 字の区域の画定について
78 市道の認定について
79 市道の廃止について
80 市道の変更について

81 城前団地更新住宅第３棟新築
工事請負契約の締結について

以上、可決
報　　　　告（10件）

８ 監査の結果報告について

９
教育に関する事務の管理及び
執行の状況の点検及び評価結
果について

10 議員の派遣の決定について

11 令和元年度会津若松市一般会
計継続費清算報告書について

12
令和元年度決算に基づく健全
化判断比率及び資金不足比率
について

13 会津若松地方土地開発公社経
営状況報告について

14 公益財団法人会津若松文化振
興財団経営状況報告について

15
一般財団法人会津若松観光
ビューロー経営状況報告につ
いて

16
一般財団法人会津若松市勤労
者福祉サービスセンター経営
状況報告について

17 株式会社まちづくり会津経営
状況報告について
承　　　　認（17件）

６

令和元年度会津若松市一般会
計歳入歳出決算の認定につい
て（以下19号までの歳入歳出
決算の認定については会計名
のみ記載）

７ 国民健康保険特別会計
８ 観光施設事業特別会計
９ 地方卸売市場事業特別会計

※アミかけ部分が採決で賛否が分
かれた案件です。
※アミかけ以外は全会一致による
可決や採択等を表しています。

議
案
等
の
審
査

賛
否
一
覧
・
討
論

新
庁
舎
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備
に
関
す
る
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言
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討
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会

審
議
結
果



10

９月定例会賛否一覧　　  ※これ以外の案件等は９㌻のとおり全会一致で可決等されています。

会派名　　　
議員名

議案等名

議決結果 反
対: 

賛
成

市民クラブ フォーラム会津 社民党 創風あいづ 公明党 みらい 共産 夢
髙
橋

　
義
人

小
倉
孝
太
郎

成
田

　
眞
一

清
川

　
雅
史

戸
川

　
稔
朗

石
田

　
典
男

内
海

　
　
基

長
郷
潤
一
郎

古
川

　
雄
一

中
島

　
好
路

渡
部

　
　
認

髙
梨

　
　
浩

譲
矢

　
　
隆

丸
山
さ
よ
子

松
崎

　
　
新

吉
田

　
恵
三

村
澤

　
　
智

横
山

　
　
淳

目
黒
章
三
郎

奥
脇

　
康
夫

大
山

　
享
子

樋
川

　
　
誠

小
畑

　
　
匠

後
藤

　
守
江

大
竹

　
俊
哉

原
田

　
俊
広

斎
藤

　
基
雄

成
田

　
芳
雄

議案第55号　令和２年度会津若
松市一般会計補正予算（第６号）原案可決 26： 1 ○○○−○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●

討

議案第69号　会津若松市児童館
条例の一部を改正する条例 原案可決 23： 4 ○○○−○○○○○○○○●○○○○○○○○○○●

討
○●

討
●○

議案第71号　会津若松市立小学
校及び中学校設置条例の一部を
改正する条例　

原案可決 24： 3 ○○○−○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●
討

●○

陳情第10号　自衛隊への適齢者
名簿提供について 不採択 10：17 ●●●−●●●○●●○○

討
○○○○●●○●●●●●●○○●

※　○は賛成　●は反対　討は討論がなされた案件　　
※　議長（清川雅史）は採決に加わらない
※　会派名の略称は次のとおり　社民党⇒社会民主党・市民連合　みらい⇒みらいの会　共産⇒日本共産党会津若松市議団　夢⇒夢クラブ

討論は、議題になっている案件に対し、表決の前に賛成
か反対かの自己の意見を表明することをいいます。なお、
９月定例会で討論があったものすべてを掲載しています。

本市では、討論に先立ち議員間討議を位置づけ、議論の
経過を含めた説明責任を適切に果たすこととしています。

議案第55号　令和２年度会津若松市一般会計補正予算（第６号）

反対
　成田　芳雄�議員
　本予算には、学校給食運搬業務委託に係る債務負担行為が措置されている。当該業務委
託は、平成24年度になされた随意契約により、運搬業務に必要な車両をすでに確保してい

る現在の受託者が著しく有利な状況にあり、他の入札応募者は対抗できず、公正・公平・競争性が
失われていると考えることから、反対する。

議案第69号　会津若松市児童館条例の一部を改正する条例

反対
　原田�俊広�議員
　この条例は、行仁町児童センターを
廃止し、城前と西七日町の２カ所のみ

とするというものだが、子育てに欠かすことが
できない児童館を減らすこと自体が問題であ
る。さらには、廃止に伴う子どもの居場所の確
保等についての対策が十分に取られているとは
いえないことから賛成できない。

反対
　後藤　守江�議員
　行仁町児童センターは、子育てをす
る親にとって、個々の実情に応じたさ

まざまな支援が得られるとともに、重要な交流
の場である。また、子どもたちにとって、貴重
な室内の遊び場であり、健康的な心身を育むた
めに重要な役割を担っている。子育て家庭を地
域で支え続けることが必要だと考えることから、
本条例の改正に反対する。

議案第71号　会津若松市立小学校及び中学校設置条例の一部を改正する条例

反対
　原田�俊広�議員
　この条例は、河東学園小学校及び中学校を義務教育学校に移行し、河東学園を設置する
ものだが、そのメリットだけが強調され、デメリットについての議論等が不十分である。

また、現状として、地域住民への説明会も十分に開催されておらず、地域とともにつくる学校とい
う立場からかけ離れたものとなるため反対する。

陳情第10号　自衛隊への適齢者名簿提供について

賛成
　髙梨　浩�議員

自衛官募集に係る業務として、市が毎年市民の情報をリスト化し、紙媒体で自衛隊に提
供していることを、情報の所有者である多くの市民は知らない。情報提供の手法や情報提

供をしたことの周知について改めて検討し、多くの市民の理解を得た対応を図るべきと考えること
から、陳情者の趣旨どおり採択すべきである。

議
案
等
の
審
査

審
議
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果
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６
日
●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●
各
派
代
表
者
会
議

　
　

●
広
報
広
聴
委
員
会

８
日
●
文
教
厚
生
委
員
会
協
議
会

　
　

●
政
策
討
論
会
第
２
分
科
会

13
日
●
臨
時
会

　
　

●
広
報
広
聴
委
員
会

　
　

●�

新
庁
舎
整
備
に
係
る
検
討

委
員
会

　
　

●
総
務
委
員
会
協
議
会

15
日
●
政
策
討
論
会
第
４
分
科
会

16
日
●
文
教
厚
生
委
員
会
協
議
会

　
　

●
産
業
経
済
委
員
会
協
議
会

　
　

●
政
策
討
論
会
第
２
分
科
会

　
　

●
政
策
討
論
会
第
３
分
科
会

17
日
●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●
各
派
代
表
者
会
議

21
日
●
政
策
討
論
会
第
１
分
科
会

　
　

●
政
策
討
論
会

　
　
　

議
会
制
度
検
討
委
員
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
１
分
科
会

22
日
●�

新
庁
舎
整
備
に
係
る
検
討

委
員
会

28
日
●�

新
庁
舎
整
備
に
係
る
検
討

委
員
会

　
　

●
政
策
討
論
会
第
２
分
科
会

　
　

●
政
策
討
論
会
第
３
分
科
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
２
分
科
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
３
分
科
会

30
日
●
広
報
広
聴
委
員
会

31
日
●
議
会
運
営
委
員
会

３
日
●
政
策
討
論
会
第
４
分
科
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
４
分
科
会

４
日
●
政
策
討
論
会
第
３
分
科
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
３
分
科
会

６
日
●�
新
庁
舎
整
備
に
係
る
検
討

委
員
会

　
　

●
総
務
委
員
会
協
議
会

　
　

●
政
策
討
論
会
第
１
分
科
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
１
分
科
会

７
日
●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●
政
策
討
論
会
第
２
分
科
会

　
　

●
政
策
討
論
会

　
　
　

議
会
制
度
検
討
委
員
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
２
分
科
会

11
日
●
各
派
代
表
者
会
議

　
　

●�

新
庁
舎
整
備
に
係
る
検
討

委
員
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
３
分
科
会

12
日
●
広
報
広
聴
委
員
会

18
日
●�

新
庁
舎
整
備
に
係
る
検
討

委
員
会

21
日
●
文
教
厚
生
委
員
会
協
議
会

　
　

●
政
策
討
論
会
第
２
分
科
会

　
　

●
政
策
討
論
会

　
　
　

議
会
制
度
検
討
委
員
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
２
分
科
会

24
日
●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●
各
派
代
表
者
会
議

　
　

●�

政
策
討
論
会
第
１
分
科
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
１
分
科
会

25
日
●
建
設
委
員
会

　
　

●
議
員
全
員
協
議
会

　
　

●�

産
業
経
済
委
員
会
協
議
会

　
　

●�

建
設
委
員
会
協
議
会

　
　

●�

政
策
討
論
会
第
３
分
科
会

　
　

●�

政
策
討
論
会
第
４
分
科
会

　
　

●�

予
算
審
査
決
算
審
査
準
備
会

第
４
分
科
会

　
　

●�

正
副
議
長
と
正
副
委
員
長
と

の
調
整
会
議

27
日
●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●�

各
派
代
表
者
会
議

31
日
●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●
各
派
代
表
者
会
議

３
日
●
９
月
定
例
会
招
集
日

　
　
　
（
日
程
は
４
㌻
を
参
照
）

　
　

●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●
広
報
広
聴
委
員
会

10
日
●
予
算
決
算
委
員
会
理
事
会

11
日
●
産
業
経
済
委
員
会
協
議
会

14
日
●
建
設
委
員
会
協
議
会

16
日
●
総
務
委
員
会
協
議
会

　
　

●
文
教
厚
生
委
員
会
協
議
会

18
日
●
９
月
定
例
会
最
終
本
会
議

　
　

●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●
広
報
広
聴
委
員
会

　
　

●
議
員
全
員
協
議
会

29
日
●
議
会
運
営
委
員
会

　
　

●
予
算
決
算
委
員
会
理
事
会

30
日
●
政
策
討
論
会

　
　
　

議
会
制
度
検
討
委
員
会

７
月

８
月

９
月

次回定例会のお知らせ
12月
　３日（木）
　　招集日・本会議
　７日（月）
　　本会議（代表質問）
　８日（火）、９日（水）
　　本会議（個人質問）
　10日（木）　
　　本会議（総括質疑）
　　予算決算委員会
　11日（金）　
　　文教厚生・建設委員会
　　予算決算委員会第２・第４分科会
　14日（月）
　　総務・産業経済委員会
　　予算決算委員会第１・第３分科会
　16日（水）
　　予算決算委員会
　18日（金）
　　最終本会議
※なお、日程は変更になる場合があります。

～虚礼廃止にご理解とご協力を～
　公職選挙法の規定により、次の行為などが禁止されていま
すので、ご理解のほどよろしくお願いします。
○�　政治家が答礼のための自筆によるものを除き、年賀状な
どの時候あいさつ状（電報やファクシミリも含む）を出
すこと。
○�　政治家が新年会などに招待され、出席せずに自分の料理
や飲食に相当する金銭を祝儀として出すこと。
○�　懇談会などで有権者が招待した政治家に祝儀を求めるこ
と。
○�　秘書などが政治家の代理として結婚披露宴や葬式などに
出席し、政治家名義で祝儀や香典を出すこと。
○　後援会が、祝儀、花輪、香典などを出すこと。
○�　政治家や後援会が、あいさつを目的とする有料の広告を
出すこと。
○�　広告業者（新聞、テレビなど）が政治家や後援会に対
し、あいさつを目的とする有料の広告を求めること。
なお、政治家が自ら出席して祝儀や香典を出すこと、会費制の会合に

会費（社会通念上の範囲を超えないもの）を払って出席することなど
は、禁止されている寄付行為にみなされないものと解されます。
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庁
舎
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に
関
す
る
提
言

新庁舎整備に関する提言を市長に提出しました
　市が庁舎整備基本計画等に基づき策定する基本設計に、議会として求める市民サービスや利便性の
向上に資する機能等を反映させるため、新庁舎整備に係る検討委員会を設置して、「新庁舎整備に関
する提言」（13㌻参照）をとりまとめました。
　本提言は、新庁舎の機能や整備に係る考え方について提言することで、市民サービスの充実につな
げることを目的とするものであり、提言の趣旨や内容について、新庁舎への反映を求めるものです。
　市民サービスの充実につながる新庁舎整備となるよう、議会では今後も、本会議や所管委員会にお
いてチェックしていきます。

【市長へ提言】
　令和２年９月３日、会津若松市議
会を代表して、議長から市長へ「新
庁舎整備に関する提言」を提出しま
した。

【調査・研究内容】
・担当課への聞き取り調査
・議会内におけるこれまでの議論の経緯
の確認
� （政策討論会第１分科会より報告）
・他市の事例研究・調査（須賀川市）
・提言案の検討

【議員全員協議会】
新庁舎整備に係る検討委

員会が取りまとめた提言に
ついて、議員全員で構成す
る議員全員協議会で報告を
行いました。
提言の詳細や考え方につ

いて、委員会での議論経過
などを踏まえて質疑応答が
なされました。

【議長へ報告】
議員全員協議会で

の確認後、新庁舎整
備に係る検討委員会
から議長へ、提言に
ついて報告を行いま
した。

検討委員会
を設置
５月22日

調査・研究
５月～８月

議員全員
協議会
８月25日

委員会から
議長へ報告

８月25日

議会から
市長へ提言

９月３日

須賀川市での
調査の様子

経 過

検討委員会の取組

現在の本庁舎
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新
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舎
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に
関
す
る
提
言

【庁舎整備の概要（市ホームページより抜粋）】
詳細は市のホームページを
ご覧ください。

提言の詳細は、市議会の
ホームページをご覧ください。

會津稽古堂●

本庁舎旧館

新庁舎

栄町第三庁舎
→返却

栄町第一庁舎
→庁舎として利用

駐車場
→謹教小学校跡地を主要
な駐車場として想定

本庁舎旧館
→部分保存し活用
新庁舎
→市民の皆さんが
利用する窓口機能
を集約

栄町第二庁舎
→市民活動の拠点など
庁舎以外の用途で使用

機　　能

主要な駐車場

内　　　容
本庁舎に隣接する謹教小学校跡地
※このほかに、本庁舎敷地、栄町第一庁舎に
　駐車場を設置

駐車台数 現在よりも多い150台以上の来客用駐車スペー
スが確保できるよう検討します。

栄町第一庁舎の利用 庁舎として利用
栄町第二庁舎の利用 建物を解体しないで、市民活動の拠点などで活用

庁舎の総床面積
本庁舎旧館と新庁舎、栄町第一庁舎を合わせ
約16,000㎡
※新庁舎の面積は約11,000㎡を想定

新庁舎の高さなど

30ｍ（5～6階）を想定します。周辺景観との調
和と連続性を確保し、天守閣や飯盛山からの眺
望に考慮します。歩行者や車両動線を考慮しな
がら、周辺道路の整備も検討します。

現在分散している
主な窓口

引越しや結婚、出生、年金、税などの手続きを
する窓口や福祉サービスに関連する窓口は、新
庁舎の低階層に集約します。

本庁舎旧館の保存・維持

歴史的景観を継承する貴重な観光資源と
して、また、市民のシンボルとして、本
庁舎旧館を保存維持していくこと。

災害対策本部機能

災害時において情報収集・分析を行い、
関係機関と連携しながら、適時適切に情
報発信や指揮命令を行うことができる
「防災拠点施設」として新庁舎が機能す
るよう整備すること。

わかりやすく利用しやすい窓口

総合窓口案内所の設置や、わかりやすく
利用しやすい、ワンストップを目指した
窓口を整備すること。

中心市街地の活性化

観光資源や商店街等の地域内資源と連携
した賑わいの創出など、中心市街地の活
性化に向けた活用を検討すること。

効率的な行政機能の配置

新庁舎と栄町第一庁舎それぞれの行政機
能について、市民サービスの充実に向け、
効率的な配置に努めること。

市民意見の反映

新庁舎整備については、ワークショップ
や説明会の開催などにより、可能な限り
丁寧に市民に説明する機会を設け、市民
意見の反映に努めること。

財政負担への配慮

新庁舎整備の事業費については、財政状
況や将来的な市民負担に配慮した適正な
規模とすること。

駐車場や本庁舎への動線の整備

駐車場の位置や本庁舎への動線について
は、これまで市議会でも安全面の確保な
どの議論があったため、その経過を踏ま
えること。

駐車場は十分な駐車台数を確保し、雪対
策を行うこと。

駐車場から本庁舎への動線について、悪
天候時の対策を行うこと。

新庁舎整備に関する主な提言 ～議会から市に
求めること～
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政
策
討
論
会

　会津若松市議会では、議会基本条例に基づき、市民との意見交換会でいただいた意
見をもとに政策課題を定め、政策討論会において課題解決に向けた調査・研究を進め
ています。
　政策討論会は、総務・文教厚生・産業経済・建設の各常任委員会の委員で構成され
る４つの分科会と議会制度検討委員会から構成されています。
　政策討論会における取組の成果は、報告書として取りまとめを行うとともに、調
査・研究の結果を踏まえ、市長に対して政策提言を行っています。

政策討論会の活動報告

①
政
策
研
究
の
目
的

　

持
続
可
能
な
財
政
運
営
の
推
進
の
た
め
、
公
共
施

設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
に
お
け
る
後
年
度
負
担
の

平
準
化
等
を
注
視
し
、
財
政
分
析
を
行
う
。
併
せ
て

多
様
化
す
る
地
域
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
地
域

内
分
権
の
あ
り
方
や
地
域
公
共
交
通
に
つ
い
て
調
査

研
究
を
行
う
。

②
調
査
・
研
究
の
取
組

　

公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
取
組
に
つ
い
て
東
京

都
国
立
市
と
千
葉
県
習
志
野
市
へ
先
進
地
調
査
。

　

関
西
学
院
大
学
大
学
院
小
西
砂
千
夫
教
授
に
よ
る

財
政
分
析
の
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
。

　

金
川
町
・
田
園
町
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
現

地
調
査
。

③
今
後
に
お
け
る
本
テ
ー
マ
の
目
標

　

継
続
的
な
財
政
分
析
や
、
自
治
運
営
組
織
の
取
組

等
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
進
め
る
。

①
政
策
研
究
の
目
的

　

令
和
元
年
10
月
の
東
日
本
台
風
に
お
け
る
本

市
の
対
応
に
は
災
害
情
報
の
伝
達
や
避
難
所
の

運
営
な
ど
に
課
題
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
防
災

体
制
の
強
化
に
向
け
た
取
組
に
つ
い
て
調
査
研

究
を
行
う
。

②
調
査
・
研
究
の
取
組

　

平
成
27
年
９
月
の
関
東
・
東
北
豪
雨
に
よ
り

甚
大
な
被
害
を
受
け
た
茨
城
県
常
総
市
及
び
栃

木
県
日
光
市
に
お
け
る
被
災
を
教
訓
と
し
た
防

災
対
策
の
取
組
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
を
行
っ

た
。（
常
総
市
に
お
け
る
災
害
情
報
シ
ス
テ
ム

の
整
備
、
市
防
災
組
織
体
制
の
見
直
し
、
小
中

学
校
に
お
け
る
防
災
教
育
の
推
進
、
日
光
市
に

お
け
る
避
難
情
報
発
令
基
準
の
引
下
げ
、
防
災

無
線
の
整
備
、
自
主
防
災
組
織
の
組
織
化
の
取

組
等
）

③
今
後
に
お
け
る
本
テ
ー
マ
の
目
標

　

災
害
に
係
る
情
報
の

収
集
・
伝
達
、
地
域
に

お
け
る
防
災
活
動
の
取

組
、
住
民
と
の
協
働
に

よ
る
避
難
誘
導
の
あ
り

方
等
に
つ
い
て
、
調
査

研
究
を
進
め
る
。

【
具
体
的
検
討
テ
ー
マ
Ⅰ
】

「
健
全
な
行
財
政
運
営
に
基
づ
く
最
適
な
自
治
体
づ
く
り
に
つ
い
て
」

①
政
策
研
究
の
目
的

　

行
政
機
能
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
配
置
と
後
年
度

負
担
の
平
準
化
を
図
る
た
め
、
新
庁
舎
建
設
等
、
多

額
の
起
債
を
伴
う
事
業
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
。

②
調
査
・
研
究
の
取
組

　

予
算
、
決
算
審
査
を
と
お
し
て
財
政
負
担
の
適
正

化
を
調
査
。

③
今
後
に
お
け
る
本
テ
ー
マ
の
目
標

　

財
政
状
況
と
事
業
の
進
捗
を
注
視
し
て
い
く
。

【
具
体
的
検
討
テ
ー
マ
Ⅱ
】

「
均
衡
あ
る
行
政
機
能
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

【
具
体
的
検
討
テ
ー
マ
】

「
地
域
と
の
連
携
に
よ
る
防
災
・
減
災
対
策

に
つ
い
て
」

政策討論会第２分科会
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政策討論会第３分科会

政
策
討
論
会

①
政
策
研
究
の
目
的

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

疲
弊
す
る
地
域
経
済
を
活
性
化
す
る
た
め
、
ど
の

よ
う
な
経
済
支
援
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、

ま
た
有
効
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行

う
。

②
調
査
・
研
究
の
取
組

　

感
染
症
が
地
域
経
済
に
与
え
る
影
響
の
実
態
把

握
を
趣
旨
と
し
た
金
融
機
関
等
と
の
懇
談
会
を
実

施
し
た
。

③
今
後
に
お
け
る
本
テ
ー
マ
の
目
標

　

業
界
団
体
と
の
懇
談
会
を
実
施
す
る
な
ど
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
地
域
経
済
へ

の
影
響
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
実
態
を
把
握
し
な

が
ら
、
経
済
支
援
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
く
。

①
政
策
研
究
の
目
的

　

平
成
20
年
に
制
定
し
た
議
会
基
本
条
例
に
基

づ
く
議
会
改
革
へ
の
取
組
が
、
本
市
議
会
が
目

指
す
住
民
福
祉
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
な
っ

て
い
る
の
か
、
そ
の
評
価
を
行
う
必
要
が
あ
る

と
の
課
題
認
識
か
ら
、
議
会
活
動
に
係
る
評
価

モ
デ
ル
を
構
築
す
る
。

②
調
査
・
研
究
の
取
組

　

他
の
地
方
議
会
に
お
け
る
議
会
活
動
の
評
価

事
例
の
研
究
。

　

地
方
議
会
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
地
方
議
会

評
価
モ
デ
ル
（
地
方
議
会
の
成
熟
度
基
準
）」

を
活
用
し
、
本
市
議
会
自
ら
の
議
会
活
動
を
評

価
す
る
こ
と
に
よ
る
、
議
会
活
動
評
価
モ
デ
ル

の
理
解
の
深
化
。

③
今
後
に
お
け
る
本
テ
ー
マ
の
目
標

　

引
き
続
き
議
会
活
動
に
係
る
評
価
モ
デ
ル
の

構
築
に
向
け
た
研
究
を
行
う
。
あ
わ
せ
て
、「
見

て
知
っ
て
参
加
す
る
た
め
の
手
引
書
（
議
会
白

書
）」
の
更
新
作
業
を
通
じ
、
こ
れ
ま
で
の
議

会
活
動
の
振
り
返
り
を
行
う
。

①
政
策
研
究
の
目
的

　

近
年
、
頻
発
す
る
豪
雨
な
ど
の
災
害
か
ら
市
民
を

守
り
、
安
心
・
安
全
な
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、
道
路

や
河
川
、
上
下
水
道
な
ど
の
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

・
維
持
管
理
の
方
向
性
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
行
う
。

②
調
査
・
研
究
の
取
組

　

河
川
行
政
に
つ
い
て
国
・
県
と
の
勉
強
会
を
実
施

し
た
。

　
「
鎌
倉
市
社
会
基
盤
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画
」

に
つ
い
て
鎌
倉
市
へ
の
行
政
調
査
を
実
施
し
た
。

③
今
後
に
お
け
る
本
テ
ー
マ
の
目
標

　

市
管
理
河
川
等
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
追
跡
調
査
を

実
施
す
る
。

①
政
策
研
究
の
目
的

　

前
期
議
会
で
除
排
雪
業
務
の
全
面
民
間
委
託
、
夏

場
の
道
路
維
持
作
業
を
含
め
た
委
託
を
検
討
す
る
よ

う
執
行
機
関
に
提
言
し
て
お
り
、
引
き
続
き
、
降
雪

対
策
を
含
め
た
道
路
等
の
維
持
管
理
、
整
備
を
官
民

連
携
、
協
働
で
実
施
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
調

査
研
究
を
行
う
。

②
調
査
・
研
究
の
取
組

　

市
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
て
い
る
、
道
路
等
に
関
す

る
市
民
要
望
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

③
今
後
に
お
け
る
本
テ
ー
マ
の
目
標

　

限
ら
れ
た
予
算
、
人
員
、
モ
ノ
を
効
率
的
に
活
用

し
た
道
路
の
除
排
雪
、維
持
管
理
手
法
を
検
討
す
る
。

【
具
体
的
検
討
テ
ー
マ
】

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
経

済
支
援
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

【
具
体
的
検
討
テ
ー
マ
】

「
議
会
活
動
に
係
る
評
価
モ
デ
ル
の
構
築
に

つ
い
て
」

【
具
体
的
検
討
テ
ー
マ
Ⅰ
】

「
市
民
の
安
心
・
安
全
を
担
保
す
る
た
め
の
社

会
イ
ン
フ
ラ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」

【
具
体
的
検
討
テ
ー
マ
Ⅱ
】

「
官
民
連
携
、
協
働
に
よ
る
道
路
等
の
イ
ン
フ

ラ
の
維
持
管
理
、
整
備
手
法
に
つ
い
て
」

※　

政
策
討
論
会
第
３
分
科
会
に
お
い
て
は
、

具
体
的
検
討
テ
ー
マ
と
し
て
「
持
続
可
能
な

地
域
産
業
の
育
成
に
つ
い
て
」
と
「
交
流
人

口
の
拡
大
と
地
場
産
業
の
振
興
・
連
携
施
策

の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
も
政
策
研
究
を
進
め

て
い
る
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
面

は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す

る
経
済
支
援
策
の
あ
り
方
」
に
係
る
調
査
・

研
究
を
優
先
し
て
行
っ
て
い
く
。

政策討論会第４分科会

政策討論会議会制度検討委員会
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市民との意見交換会中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、11月に開催を予定していまし
た市民との意見交換会は、中止することとしました。市議会では、市民の皆様からの様々
なご意見をお聞きしたいと考えています。

広
報
広
聴
委
員
会

委 

員 

長
　
村
澤
　
　
智

副
委
員
長
　
内
海
　
　
基

委
　
　
員
　
髙
橋
　
義
人

　
　
　
　
　
小
畑
　
　
匠

　
　
　
　
　
奥
脇
　
康
夫

　
　
　
　
　
髙
梨
　
　
浩

　
　
　
　
　
原
田
　
俊
広

　
　
　
　
　
成
田
　
眞
一

編
集
後
記

編
集
後
記

９
月
定
例
会
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
者
発

生
に
伴
う
市
長
側
か
ら
の
申

入
れ
を
受
け
、
一
般
質
問
を

取
り
止
め
る
な
ど
、
議
会
の

日
程
が
大
幅
に
変
更
と
な
る

中
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

感
染
の
拡
大
防
止
と
議
会
活

動
を
両
立
さ
せ
る
新
た
な
方

法
を
模
索
し
て
い
き
ま
す
。

�

奥
脇　

康
夫

▼�

エ
フ
エ
ム
会
津
（
番
組
名
・
市

役
所
情
報
ス
タ
ジ
ア
ム
）
で
、

議
会
の
情
報
発
信
を
し
て
い
ま

す
。
次
回
の
放
送
は
、
11
月
上

旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼�

点
字
版
広
報
議
会
や
声
の
広
報

議
会
も
発
行
し
て
い
ま
す
。
ご

希
望
の
方
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ

い
。

今月号の中ページに「市議会へご意見」をいただく
ための用紙を折り込みました。市議会へのご意見等が
ございましたら、ホームページ、メール、郵便または
ファクスによりお寄せください。

市民の
皆様の

ご意見
をお寄

せくだ
さい

【連絡先】会津若松市議会事務局　〒965-8601
　　　 　※郵送の場合、住所は不要です。
　　　 　メール：gikai@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
　　　 　ファクス：39-1470

体温測定器を
寄贈いただきました

議場に花を
飾りました

新型コロナウイルス感染症対策に役立
ててもらいたいと、福島情報機器（株）
様より非接触型体温測定器２台（スタン
ド型・卓上型）を寄贈いただきました。
感染症対策に有効活用させていただきま
す。

９月定例会では、新型コロナウイルス
感染症の影響により消費が低迷している
花き生産者への支援の一助とするため、
全議員が資金を出し合い、議場に本市産
の花を飾りました。

メールアドレス ホームページ



市議会へご意見をお寄せください
会津若松市議会では、毎年、市内15カ所で市民との意見交換会を開催し、市民の皆様

から寄せられた意見をもとに、議会活動に取り組んでいます。
今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、５月及び11月に開

催を予定していました市民との意見交換会を中止としましたが、市議会としましては、市
民の皆様の率直なご意見をお聞かせいただきたいと考えています。
市民の皆様からのご意見をお待ちしています。

■募集する意見
⑴�本市では、新型コロナウイルス感染症対策としてさまざまな対応を行っています。�
新型コロナウイルス感染症に関するご意見をお聞かせください。

⑵その他、市政や議会等に関するご意見をお聞かせください。

■募集期間
・令和２年11月１日（日）から11月20日（金）まで

■意見の提出方法
・ホームページの場合
　市議会ホームページの「ご意見フォーム」に入力のうえ、送信してください。
・メールの場合
　�氏名・地区・連絡先・年代・職業を入力のうえ、下記アドレス宛に送信してください。
・郵送・ファクスの場合
　この用紙の裏面に記入し、議会事務局宛にお送りください。

■意見の取扱い
・お寄せいただいたご意見は、今後の議会活動の参考とさせていただきます。
・�ご意見の概要やご意見に対する市議会の考え方は、住所や氏名等の個人情報を除き、�
市議会ホームページや広報議会で後日公表する予定です。

・原則、ご意見に対して個別の回答はできかねますので、ご了承願います。
※ご意見の内容や意図等の確認のため、ご連絡を差し上げる場合があります。
※今回の調査で寄せられた個人情報は、本目的以外に使用しません。

会津若松市議会事務局　
郵送：〒 965-8601（住所は不要です。）
メール：gikai@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
ファクス：39-1470

送　付　先

メールアドレス ホームページ



【会津若松市議会事務局宛】
メール：gikai@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp

ファクス：0242-39-1470

１．氏　　名（※）

２．連 絡 先 （※）
　【電話番号またはメールアドレス】

３．地　　区

４．年　　代
　【〇で囲んでください】

　　10代　・　20代　・　30代　・　40代　

　　50代　・　60代　・　70代以上

５．職　　業

（※）必要に応じて、ご意見の内容について確認させていただく場合もございますので、
　　　氏名と連絡先のご記入をお願いいたします。

６．設　　問 ご　意　見　欄

⑴�本市では、新型コロナウイ
ルス感染症対策としてさま
ざまな対応を行っています。
新型コロナウイルス感染症
に関するご意見をお聞かせ
ください。

⑵�その他、市政や議会等に関
するご意見をお聞かせくだ
さい。

※市議会へご意見をお寄せください。


